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第第第第６６６６回回回回    定例定例定例定例教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会議事議事議事議事録録録録    
日 時 ： 平成28年６月29日（水） 

場 所 ： ３階中会議室 

開会、閉会に関する事項 
                   10時00分 開会 

                   11時05分 閉会 

出
 

席
 

委
 

員
 

 1 永 野   治 

2 川 原 惟 昭 

3 長 野 則 夫 

4 久保田 悦 子 

5 森   和 範 

議
場

に
出

席
し

た
者

の
氏

名
 

 総 務 課 長   大 山 勝 徳 

 学 校 教 育 課 長   木原田 雅 彦 

 社 会 教 育 課 長   中 村 政 仁 

 文化スポーツ課長   山 元 國 枝 

 給食センター所長   前 田 千 弘 

 書 記   西別府 明 春 

 書      記   新 納 誠 朗 

議事 

日程 
 別紙のとおり 

 審審審審                    議議議議                    状状状状                    況況況況    

 （永野委員長） 

ただいまから、平成28年第６回定例教育委員会を開会します。 

（西別府） 

 姿勢を正してください。一同礼。 

（永野委員長） 

 それでは、平成28年第５回定例教育委員会議事録の承認について移りたいと思います。 

 事務局より報告をお願いします。 

（西別府） 

 平成28年第５回定例教育委員会議事録について報告（別紙概要報告書により報告） 

（永野委員長） 

 ただいま、事務局より平成28年第５回定例会の議事録の報告がありました。 

 ご質問等ないでしょうか。 

（全員） 

ありません。 

（委員長） 

 報告のとおり、承認してよろしいでしょうか。 

（全員） 

 はい。 

（永野委員長） 

 平成28年第５回定例教育委員会議事録については、承認いたしました。 

 続きまして、委員及び教育長の報告に移ります。教育長からお願いします。 

（森教育長） 

 それでは、お手元の教育長諸般の資料に基づき、平成28年５月26日から平成28年６月28日ま

での報告をいたします。 

 （別紙諸般の報告により日を追って報告） 
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（永野委員長） 

 それでは、各委員より報告事項はありませんか。 

（全員） 

 ありません。 

（永野委員長） 

 それでは、報告事項は終りたいと思います。 

 議事に移ります。報告が2件、議案が6件あります。 

 まず、報告事項第5号「平成28年度伊佐市一般会計補正予算（第2号）」について審議します。

説明をお願いします。 

（大山総務課長） 

 それでは、報告第5号「平成28年度伊佐市一般会計補正予算（第2号）」について説明をしま

す。 

 本件につきましては、平成28年6月定例会におきまして提案をしました平成28年度伊佐市一

般会計補正予算（第2号）について原案のとおり承認する旨、臨時代理したものであります。 

 平成28年度伊佐市一般会計補正予算（第2号）をご覧ください。 

 4ページです。款10教育費、項1教育総務費、目2事務局費、節11需用費343,000円は今年の4

月から発行しています高校便り「イサコー」の印刷代のうち、不足する額を要求したものであ

ります。節14使用料及び賃借料20,000円につきましては、8月上旬に計画をしています大口高

校ラグビー部の北海道の遠軽町へのラグビー合宿所へ移動するための借上げ料です。遠軽町へ

のラグビー合宿については後ほど説明します。 

 負担金補助及び交付金130,000円は高校振興のため、下宿住宅改修補助の要望がありました

ので予算措置をお願いしたものです。 

 目3教育振興費、節1報酬1,350,000円は学校指導監1名の報酬です。 

 節9旅費63,000円は学校指導監の通勤手当です。 

 節18備品購入費525,000円は、定数増に伴う教師2名分のノートパソコン代です。 

 5ページです。目5教職員住宅費、11需用費のうち修繕料2,200,000円は、大口小、平出水小、

針持小の校長住宅は老朽化が進んでおり、浴室、フローリングの傷みが激しいということで、

今回、実施をします。 

 小学校費の目2教育振興費は、消耗品費と図書購入費です。 

 中学校費の目2教育振興費、節8報償費60,000円は大口中央中学校スクールバス運行評議会委

員の出会謝金です。 

 6ページになります。目1保健体育総務費は、平成32年の国体及び平成31年の高校総体の開催

準備を円滑に推進する目的で臨時職員として採用していた職員を平成32年の国体終了時まで

事務嘱託員として継続して雇用するものであります。 

 以上です。 

（永野委員長） 

 よろしいでしょうか。 

（全員） 

 はい。 

（永野委員長） 
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 それでは、報告第5号「平成28年度伊佐市一般会計補正予算（第2号）」について承認いたし

ました。 

 引き続きまして、報告第6号「平成28年度伊佐市一般会計補正予算（第3号）」について審議

します。説明をお願いします。 

（大山総務課長） 

 続きまして、8ページからになります。 

 報告第6号「平成28年度伊佐市一般会計補正予算（第3号）」について説明をします。 

 本件につきましては、平成28年の6月定例議会に追加で提案をした補正（第3号）であります。 

 内容につきましては、高校支援策のひとつとしまして8月に実施をします北海道遠軽町での

大口高校ラグビー合宿への支援を行うというものです。 

 その経過について説明をします。 

 曽木の滝公園に小水路力発電施設があり、工営エナジー株式会社が設置をしています。発電

事業を行っており、その発電事業の収益の一部を伊佐市へ地域貢献事業として補助したいとい

う申し出があり、それに基づく予算措置ということになります。 

 今回、大口高校活動支援につきましては、工営エナジー株式会社の申し出によるものであり

まして、北海道遠軽町においても小水路発電を建設されているという関係から遠軽町の紹介を

された時に地元高校に全国大会に出場するラグビー強豪校があるということで伊佐市との共

通の話題があるということが分かりました。また、遠軽町には夏に社会人トップリーグを含め

全国の高校、大学のラグビーチームが合宿を行う場所ということから高校支援策のひとつとし

てラグビー交流の提案がなされたところです。 

 以前から、伊佐市が実施している高校支援に対して理解を示されていまして、会社としても

伊佐市への高校支援事業を後押しをしたいという思いがありまして、今回に限りまして大口高

校ラグビー部への支援としての予算措置になった訳です。 

 予算額は、負担金補助及び交付金として206万6千円で、部員と引率者の23名分の航空機の運

賃になります。 

 以上です。 

（永野委員長） 

 この206万は全部寄附金ですか? 

（大山総務課長） 

 はい。206万6千円を寄付金で受けるということになります。 

（永野委員長） 

 全部の寄付金を遠軽町のラグビー交流に充てることになるのですか。 

（大山総務課長） 

 航空運賃だけになります。 

（永野委員長） 

 今の説明どおりですけど、よろしいですか。 

（全員） 

 はい。 

（永野委員長） 

 それでは、報告第6号「平成28年度伊佐市一般会計補正予算（第3号）」については承認しま
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した。 

 それでは、付議事件に移りたいと思います。議案第15号「伊佐市立学校管理規則の一部を改

正する規則について」審議します。説明をお願いします。 

（大山総務課長） 

 議案第15号「伊佐市立学校管理規則の一部を改正する規則について」説明します。 

 本件につきましては、これまで伊佐市において教師等が着任をされた場合には、様式を定め

て着任届をいただいておりました。 

 しかし、それぞれの市町で取り組みがまちまちであるということや、県は着任届をもらって

いないということもありまして、今回、県に合わせるという形で着任届を廃止するものであり

ます。 

（永野委員長） 

 今までは、県と違ったのですね。よろしいでしょうか。 

（全員） 

 はい。 

（永野委員長） 

 議案第15号「伊佐市立学校管理規則の一部を改正する規則について」承認しました。 

 続きまして、議案第16号「伊佐市児童生徒の出席停止の手続等に関する規則の一部を改正す

る規則について」審議をします。説明をお願いします。 

（大山総務課長） 

 7ページからになります。議案第16号「伊佐市児童生徒の出席停止の手続等に関する規則の

一部を改正する規則について」説明をします。 

 これまで、当該規則におきましては手続等に関する様式を具体的に定めていませんでした。 

 その都度、各学校独自の様式等で提出をしていただき対応をしておりました。 

 ただ、決まった様式がないということで対応する学校等に混乱が生じるということもありま

した。そのため今回、伊佐市において統一した様式を示すということにしたものであります。 

 様式につきましては、出席停止通知書、児童生徒の個別指導記録、児童生徒の出席停止に関

する意見書、出席停止命令解除通知書、個別指導計画通知書の五つの様式を加えることとして

おります。 

 以上です。 

（永野委員長） 

 順序としてはどんな感じになるのですか。 

（森教育長） 

 学校長から停止をさせたいというのがありましたら、この様式に基づいて提出させるという

ことになります。 

（永野委員長） 

 あくまでも、学校長が最終的に出したいと。 

（森教育長） 

 そうですね。10ページにありますが意見書をあげてきてもらうことになります。 

（永野委員長） 

 これは、提出されたら受理しなといけない訳ですね。 
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（森教育長） 

 受理しないといけないという訳ではないですが、受理することが普通です。 

 この問題行動で、出席停止をさせるということは、保護者と学校が相当話し合っていないと

いけません。 

（永野委員長） 

 この件について、他の市ではあったのですか。 

（木原田学校教育課長） 

 この件に着きまして、鹿児島市、薩摩川内市、鹿屋市等々、情報をもらったのですけど近年、

この出席停止処分を行った自治体はありません。 

（永野委員長） 

 他に委員の皆様方からありませんか。 

 安易にこれを使おうというものではないですね。決まったものが、伊佐市にはなかったので

規則を作るということですね。 

（森教育長） 

 そうですね。 

（永野委員長） 

 よろしいでしょうか。 

（全員） 

 はい。 

（永野委員長） 

 議案第16号「伊佐市児童生徒の出席停止の手続等に関する規則の一部を改正する規則につい

て」は承認しました。 

 続きまして、議案第17号「伊佐市国民体育大会等事務嘱託員設置要綱の制定について」審議

します。説明をお願いします。 

（大山総務課長） 

 13ページになります。議案第17号「伊佐市国民体育大会等事務嘱託員設置要綱の制定につい

て」説明をします。 

 本件につきましては、補正予算の方でもありましたが国民体育大会・高校総体の開催に向け

まして円滑な業務推進のため事務嘱託員を設置するものであります。 

 勤務時間につきましては、午前8時30分から午後5時15分まで、1ヶ月17日間の勤務になりま

す。 

 以上です。 

（永野委員長） 

 質問はありませんか。議案第17号についてよろしいでしょうか。 

（全員） 

 はい。 

（永野委員長） 

 議案第17号「伊佐市国民体育大会等事務嘱託員設置要綱の制定について」は承認しました。 

 続いて、議案第18号「伊佐市学校教育指導監嘱託員設置要綱の制定について」審議します。 

 説明をお願いします 
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（大山総務課長） 

 15ページです。議案第18号「伊佐市学校教育指導監嘱託員設置要綱の制定について」説明を

します。 

 本件につきましては、学校教育課に専任の指導監を設置するものであります。 

 勤務時間については、8時30分から午後5時15分までで、1ヶ月17日間の勤務になります。 

 以上です。 

（永野委員長） 

 これは、今までなかったのですか。 

（森教育長） 

 今までなくて、やはり学校教育の中身がどんどん増えてくるので、教育行政・校長の経験者

に支援にあたっていただきたいということです。 

（永野委員長） 

 今年度からということですね。 

（森教育長） 

 そうですね。臨時職員で入ってもらったのですが、今度から嘱託職員で正式にということに

なります。 

（永野委員長） 

 このことについて、御質問ありませんか。よろしいでしょうか。 

（全員） 

 はい。 

（永野委員長） 

 議案第18号「伊佐市学校教育指導監嘱託員設置要綱の制定について」承認しました。 

 続きまして、議案第19号「伊佐市大学進学奨励金交付要綱の一部を改正する告示について」

審議します。説明をお願いします。 

（大山総務課長） 

 17ページになります。議案第19号「伊佐市大学進学奨励金交付要綱の一部を改正する告示に

ついて」説明をします。 

 本件につきましては、5月の定例会でも議決をいただきました条例、それから6月議会に提案

をして一部改正をうけた分です。5年間の期限設定を削るということで議決をされた訳ですけ

ど、それに基づきまして当該要綱の附則第2項第平成31年3月31日に限り、その効力を失うとい

う文言を削るというものです。 

 このことにより、奨励金の交付要綱を当分の間、実施するものであります。 

 以上です。 

（永野委員長） 

 これは、県の方にある帰って来た人の奨学金の廃止とかいうものとは、全く別個のものです

か。 

（大山総務課長） 

 そうです。伊佐市独自のものです。 

（永野委員長） 

 19号については、よろしいでしょうか。 



平成 28 年 教育委員会議事録 

- 7 - 

（全員） 

 はい。 

（永野委員長） 

 それでは、議案第19号「伊佐市大学進学奨励金交付要綱の一部を改正する告示について」承

認しました。 

 続きまして、議案第20号「伊佐市要保護及び準保護児童生徒就学援助費支給要綱の一部を改

正する告示について」審議します。説明をお願いします。 

（大山総務課長） 

 19ページになります。議案第20号「伊佐市要保護及び準保護児童生徒就学援助費支給要綱の

一部を改正する告示について」説明をします。 

 本件につきましては、国が過去の決算状況を踏まえまして所要額の見直しを行いました。 

 平成28年度要保護児童援助費補助金、いわゆる就学援助費のことですけど、そのうち伊佐市

が該当する部分となりました宿泊を伴わない郊外活動費について、若干の増額改定になったた

めに、それに準じて単価を改定するものであります。以上です。 

（永野委員長） 

 質問等、ございませんか。よろしいでしょうか。 

（全員） 

 議案第20号「伊佐市要保護及び準保護児童生徒就学援助費支給要綱の一部を改正する告示に

ついて」承認されました。 

 以上で、議事は終了したいと思います。 

 続きまして、委員から提出された動議の討論等については何かありませんか。 

（全員） 

 ありません。 

（永野委員長） 

 以上で討論をおわりたいと思います。 

 これをもちまして、平成28年第6回定例教育員会を閉会します。 

（西別府） 

 姿勢を正して下さい。一同礼。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


